
【次回日程】 

11 月 25 日（火）議会運営委員会理事会 午後１時／ 議会運営委員会 午後２時 

議 会 運 営 委 員 会 
 

令和７年１１月１９日（水） 
  

１ 令和７年第４回葛飾区議会定例会の開催について 

(1) 付議事件案について（別紙） 予算案    １件 
条例案    ５件 
契約案   １３件 
人事案    ３件 
その他    １件 ［計２３件］ 

(2) 会期について（別紙）     令和７年１２月３日(水)～１２月１７日(水) １５日間 
(3) 区政一般質問について（別紙） 通告締切 １１月２８日(金) 午後２時 
(4) 請願等について        初日付託 １２月１日(月) 受付分まで 
(5) 意見書等の提出について    件名・案文締切 １２月１日(月) 午後４時 
(6) 署名議員            ４番 菅 野 勇 人 議員 

５番 鈴 木 信 行 議員 

３９番 大 高   拓 議員 

 

 

２ そ の 他 

(1) 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙の実施について（別紙） 

 

 







月 日 曜

１９日 水 議会運営委員会理事会・議会運営委員会 （ 件 名 報 告 ）

　２０日 木 （ 常 任 委 員 会 ）

　２１日 金 （ 常 任 委 員 会 ）

　２２日 土

　２３日 日

　２４日 月

　２５日 火 議会運営委員会理事会・議会運営委員会 （ 議 案 説 明 ）

　２６日 水 （ 議 案 送 付 ）

　２７日 木

　２８日 金 一 般 質 問 通 告 締 切

　２９日 土

　３０日 日

　１日 月 請願等締切・意見書等件名及び案文締切

　２日 火 議会運営委員会理事会・議会運営委員会

　３日 水 本 会 議

　４日 木 第 （ 本 会 議 ）

　５日 金 ４ 常 任 委 員 会

　６日 土 回

　７日 日 定

　８日 月 例 常 任 委 員 会

　９日 火 会 常 任 委 員 会

　１０日 水 常 任 委 員 会

　１１日 木 特 別 委 員 会

　１２日 金 （ 特 別 委 員 会

　１３日 土 15

　１４日 日 日

　１５日 月 間 特 別 委 員 会

　１６日 火

）

議会運営委員会理事会・議会運営委員会

　１７日 水 本 会 議

議 会 日 程 等

１２月

１１月



一 般 質 問 に つ い て 

○飾区議会先例集 

   
 第８章 発言 

第３節 一般質問  

１ 一般質問は招集日に行う。ただし、第１回定例会においては、代表質問の終了後に
引き続き行うものとし、二日間を通じて代表質問・一般質問が終わらない場合には、
３日目の午前１０時に本会議を開催し、続けて一般質問を行う。（平成16年２月５日
議運委決定） 

 

この場合、会議の開始時間は、いずれも午前10時とする。 

 なお、会派数に変更が生じ、そのことによって質問者数が現行（原則として最大でも９

名）より増えた場合は、別途調整する（平成15年 10月 16日議運委決定）。 

 

３ 複数の無所属議員から一般質問通告があった場合の登壇順序は、交渉会派所属の議

員が一巡した後に、無所属議員全員が行い、さらに交渉会派の２巡目と続ける。 

複数の無所属議員から一般質問の通告があった場合の登壇順序については、まず交渉会

派所属の議員が行い、各会派が一巡した後に無所属議員全員が続けて行い、その後に、各

交渉会派所属議員の２巡目以降に続けるものとする。なお、無所属議員間の順序について

は、ローテーションを原則に、当事者同士の協議により決定するものとし、協議が整わな

い場合には議会運営委員会において決定する。（平成16年９月１日議運委決定） 

 

４ 議員は、区の一般事務に関し、議長の許可を得て質問することができる。（会規 85
Ⅰ） 

ただし、その順序は、議会の議決で変更することができる。 

 

５  質問しようとする者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しな
ければならない。（会規85Ⅱ） 

質問通告書の提出期限は、招集日の３日前（休日を除く）の午後２時までとするのが例
である。（平成10年 10月 17日 議運委決定）               
ただし、第1回定例会においては、招集日の翌々日（休日を除く）の午後２時までとす

るのが例である。（平成14年１月 31日 議運委決定） 

 

６ 質問時間は会派の構成数による持ち時間制とするのが例である。 

持ち時間は、会派の基礎時間を 15 分とし、これに所属議員数一人あたり３分を乗じて
得た数と合算し、端数を整理するのが例である。（平成14年１月31日 議運委決定） 
なお、持ち時間には答弁時間は含まない。 
 

２ 一般質問を行う本会議については、質問予定者が７名以上の場合は二日間にわたり

本会議を開催し、初日に６名まで（質問予定者が７名の場合は５名まで）、翌日に残

りの一般質問、議案の付託等を行う。 

 

 



１ 会派の順序について  

  自民党 → 公明党 → 区民連 → 共産党 → か立憲 → みらい → 無所属 

 

２ 会派の持ち時間について 

会派名等 基礎時間分 議 員 数 割 合 分 合 計 端数整理時間 

自 民 党 １５分 １０人 × ３分 ＝ ３０分  ４５分 ４５分 

公 明 党 １５分 ８人 × ３分 ＝ ２４分  ３９分 ４０分 

区 民 連 １５分 ４人 × ３分 ＝ １２分  ２７分 ３０分 

共 産 党 １５分 ４人 × ３分 ＝ １２分  ２７分 ３０分 

か 立 憲 １５分 ３人 × ３分 ＝  ９分 ２４分 ２５分 

み ら い １５分 ２人 × ３分 ＝  ６分 ２１分 ２５分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

無 所 属 １５分  １人 × ３分 ＝  ３分 １８分 ２０分 

無 所 属 １５分  １人 × ３分 ＝  ３分 １８分 ２０分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

無 所 属 １５分 １人 × ３分 ＝  ３分  １８分 ２０分 

 

 

 

３ 通告締切について  令和７年１１月２８日（金）午後２時 










